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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月26日(2010.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　明細書に記載の方法により定義されるポリスチレン換算分子量５，０００以下の成分の
含有量Ｗが５重量％以下である樹脂層と、該樹脂層上に間隔を開けて複数形成された線状
の金属層（以下、線状金属層とする）とで構成された反射型偏光板。
【請求項２】
　前記樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とし、かつ該熱可塑性樹脂のＧＰＣによるポリ
スチレン換算重量平均分子量Ｍｗが１０，０００以上であり、かつＧＰＣによるポリスチ
レン換算重量平均分子量Ｍｗとポリスチレン換算数平均分子量Ｍｎから計算される多分散
度Ｍｗ／Ｍｎが３．０以下である請求項１に記載の反射型偏光板。
【請求項３】
　前記線状金属層の膜厚Ｈが１０～２００ｎｍであり、かつピッチＰ＝５０～４００ｎｍ
、幅Ｗ＝２０～３８０ｎｍで形成されている請求項１または２のいずれかに記載の反射型
偏光板。
【請求項４】
　前記線状金属層が、アルミニウム、銀、クロム、および金からなる群より選ばれる少な
くとも１種の金属を主たる成分とする請求項１～３のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項５】
　前記樹脂層の表面に、それぞれが平行に配列した線状の樹脂パターン（以下、線状樹脂
パターンとする）が形成されかつ前記線状樹脂パターンの長手方向に対して垂直な断面に
おける凸部の形状が、ピッチｐ＝５０～４００ｎｍ、幅ｗ＝２０～３８０ｎｍ、及び高さ
ｈ＝１０～４００ｎｍであり、かつ前記線状樹脂パターンの高さｈと幅ｗの比（ｈ／ｗ）
が０．５～５である請求項１～４のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項６】
　前記樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とし、かつ該熱可塑性樹脂のＧＰＣによるポリ
スチレン換算重量平均分子量Ｍｗが１０，０００～１００，０００であり、かつＧＰＣに
よるポリスチレン換算Ｚ平均分子量Ｍｚとポリスチレン換算重量平均分子量Ｍｗから計算
される多分散度Ｍｚ／Ｍｗが２．０以下である請求項５に記載の反射型偏光板。
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【請求項７】
　前記線状金属層が、前記線状樹脂パターンの凸部頂部上に形成されている請求項５～６
のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項８】
前記樹脂層が脂環族基を有するポリエステル樹脂からなる請求項５～７のいずれかに記載
の反射型偏光板。
【請求項９】
前記樹脂層が支持体層と積層されてなり、かつ支持体層が二軸延伸ポリエステルフィルム
である請求項５～８のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項１０】
　少なくとも、面光源と、請求項１～９のいずれかに記載の反射型偏光板と、液晶セルと
をこの順に配置した液晶表示装置であって、該液晶セルは、液晶層と、該液晶層を挟むよ
うに配置された偏光板（Ａ）と偏光板（Ｂ）を有し、該液晶セルを構成する面光源側の偏
光板（Ｂ）を透過する偏光の偏光軸の方向と、該反射型偏光板を透過する偏光の偏光軸の
方向とが合致しており、かつ前記反射型偏光板は、前記線状金属層が前記液晶セルに対向
するように設置されている液晶表示装置。
【請求項１１】
　面光源と、液晶セルからなる液晶表示装置であって、該液晶セルは、液晶層と、該液晶
層を挟むように配置された偏光板（Ａ）と偏光板（Ｂ）とを有し、面光源側の偏光板（Ｂ
）が請求項１～９のいずれかに記載の反射型偏光板であり、かつ前記反射型偏光板は、前
記線状金属層が前記液晶層に対向するように設置されている液晶表示装置。


	header
	written-amendment

